
保存版 

 北九州市立守恒中学校ＰＴＡ会則  

 

 

第 １ 条 名 称 
この会は｢北九州市立守恒中学校ＰＴＡ｣と称し、事務局を守恒中学校内に置く。 

 
第 ２ 条 目 的 

この会は、保護者と教師が協力して学校における教育諸条件の整備・充実に努め、生徒の 
健全育成をはかることを目的とする。 
この会は、政党に無関係であり、営利を目的とせず、宗教にもかかわらない。 

 
第 ３ 条 事 業 

この会の目的を達成する為に次の事業を行う。 
（１）学校教育に対する理解と協力。 
（２）教育についての調査研究。 
（３）会員の知識教養の向上並びに健康増進。 
（４）関係機関並びに関係団体との連携による地域活動の促進。 
（５）その他、本会の目的遂行に必要な事業。 

 
第 ４ 条 会員及び準会員 

次のものをもってこの会の会員とする。 
（１）在籍生徒の保護者  （２）本校の教職員 
次のものをもってこの会の準会員とする。 
（１）本校卒業生の保護者 （２）守恒校区に居住し、会の目的に賛同する者 

 
第 ５ 条 会員の権利と義務 

（１）会員は会費を納入しなければならない。 
（２）会員はすべて同等の権利と義務を有する。 
（３）会員はすべてこの会の活動に積極的に参加するものとする。 
（４）会員はすべてこの会の運営について意見を述べることができる。 

 
第 ６ 条 会 費 
      会費の額は総会で決定する。 

但し、特別の事由がある場合は役員会の承認を得て会費を減免する事ができる。 
但し、準会員は会費を免除する事ができる。 

 
第 ７ 条 役 員 

・会 長 １名 
・副会長 若干名（１名は母親代表を充てる） 
・書 記 ３名（１名は教職員を充てる） 
・会 計 ３名（１名は教職員を充てる） 

 
第 ８ 条 顧 問 
      本会に顧問を若干名置く事ができる。顧問は総会に諮り会長が委嘱する。 
      顧問は必要あるとき、諮問に応ずる。 
 
第 ９ 条 役員の任務 
      会長は、会務を統括し、会合を主催し、会を代表する。 
      副会長は、会長を補佐し会長不在のときはその代理をする。 

書記は、庶務一般を担当し、会議の議事を記録し、保管する。 
会計は、総会で議決された予算に基づき、経理を担当する。 



第１０条 役員の選出と任期 
役員は役員選考委員会によって推薦し、総会にて承認を得る。 

      役員の任期は 1 年とする。但し、再選を妨げない。役員に欠員が生じたときは、理事会で
選出し次期総会に報告する。但し、任期は前任者の残り期間とする。 

 
第１１条 会 議 
      この会は、次の会議をもつ。 
      （総会、役員会、理事会、常置委員会、特別委員会） 
 
第１２条 総 会 
      総会は、この会の最高決議機関であり、全会員をもって構成し、会長が招集する。定期総

会は年度始めに開催し、臨時総会は会員の 3 割以上の要請があった場合、または会長が必
要と認めるとき、これを招集する。 

      総会の定足数は全会員の 3 分の 1 とし、委任状も認める。議事の議決は出席者の過半数と
する。 

      次の事項は総会において決定する。 
   (1)事業報告        (2)決算報告の承認  (3)年度事業報告の承認 
   (4)予算の決定       (5)会費の決定    (6)会則の改廃並びに疑義の解明 
   (7)役員及び会計監査の報告 (8)その他重要事項 
 
第１３条 役員会 

本会に役員会を置く。役員会は第 7 条にいう役員及び校長・教頭をもって構成する。 
     役員会の任務は次のとおりである。 

（１）本会の目的遂行の為の事業について計画立案し、又は関係委員会と協力し、会の円 
滑な運営を図る。 

（２）予算案の作成、経理の円滑な運営を図る。 
 
第１４条 理事会 
      理事会は、常置委員会の正副委員長並びに担当職員をもって構成し、必要に応じ、会長が

招集する。 
      理事会は、構成員の 2 分の 1 以上の出席をもって成立する。議決は出席の過半数とする。 
      理事会の任務は次の通りである。 

（１）総会に置いて委任された事項の審議又は執行。 
（２）該年度の事業計画及び予算案を総会へ提出。 
（３）各種会議の連絡調整。 
（４）常置委員会の立案した計画の審議。 
（５）緊急を要する事項の総会に代わっての決議。但し次期総会に報告する。 

 
第１５条 常置委員会 
      この会に次の常置委員会を設け任務を次のように定める。 

（１）広報委員会 
ａ．ＰＴＡ広報紙を発行し、学校の現状や研修行事の内容、及び会員相互の情報交換に努める。 

（２）学年委員会 
ａ．教育上の要請に応じ該当学年の活動に協力する 
ｂ．高校見学会の企画・運営を行う。 

（３）教養委員会 
ａ．会員の教養及び知識向上の為の諸活動を行う。 
ｂ．家庭教育学級を担当する。 

（４）保健体育委員会 
ａ．学校及び生徒の保健衛生に関する諸行事に協力する。 
ｂ．生徒及び会員の健康増進、親睦を深める事業を企画し援助する。 

（５）みまもり委員会 
ａ．生徒の非行防止のための諸活動を行う。 
ｂ．校外における補導活動に協力する。 

      （常置委員会の構成及び選出） 
    委員は会員及び準会員から必要に応じた人員数を選出する。 

委員より委員長 1 名・副委員長若干名を選出する。 
各委員会担当教職員は校長が委嘱する。 



 
第１６条 特別委員会 

（１）役員選考委員会 （２）購買委員会  
 

第１７条 会計監査 
この会に 2 名の会計監査を置く。その資格は役員に準ずる。 
会計監査は、この会の一切の会計に係わる出納に関し監査を行い、総会において監査の報 
告をしなければならない。 
会計監査は、役員及び正副委員長を兼務できない。 

 
第１８条 慶 弔 
      慶弔規定については、下記の通りに定める。 
      （１）生徒の死亡   10,000 円・弔電 
      （２）会員の死亡   10,000 円・弔電 
      （３）教職員の死亡  10,000 円・弔電 
       慶弔について、規定以外の案件が生じた場合及び、金額の訂正が必要な事案が生じた場 

合は役員会で決定し、理事会で報告する。 
 
第１９条 会員の個人情報の取り扱いについて 

本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「個人
情報取扱規則」に定め、適正に運用するものとする。 

 
第２０条 会則の改廃 

会則の改廃は総会において行う。改正案の提出については事前にその内容を全会員に提示 
しなければならない。 

 
第２１条 会則の改定 

制  定  昭和６２年５月 ２日 
一部改定  昭和６３年４月３０日 
一部改定  平成 ２年４月２４日 
一部改定  平成 ５年４月１７日 
一部改定  平成１２年４月２４日 
一部改定  平成１４年４月２６日 
一部改定  平成１７年４月２２日 
一部改定  平成１８年４月２１日 
一部改定  平成２４年 4 月２０日 
一部改定  平成２６年 4 月２６日 
一部改定  令和 ２年 6 月１５日 
一部改定  令和 ３年 4 月２６日 
一部改訂  令和 ５年４月２４日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 守恒中学校ＰＴＡ 個人情報取扱規則  

 
(目的) 

第１条 北九州市立守恒中学校ＰＴＡ（以下、「本会」という）が保有する個人情報の適正な取扱
いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、PTA 役員名簿・会
員名簿・準会員名簿・行事などの記録や写真及びその他の個人情報データベース（以下、「個人情
報データベース」という）の取扱いについて定めるものとする。 

 
(責務） 

第２条 本会、会員及び準会員は、活動上知り得た個人情報を第三者に漏らさぬよう、また個人情
報が記載された資料を安易に取り扱うことのないよう、個人情報の保護に努めるものとする。 

 
(管理者） 

第３条 本会における個人情報データベースの管理者は、会長とする。 
 
(取扱者） 

第４条 本会における個人情報データベース取扱者は、役員・各委員会理事とする。 
 
(秘密保持義務） 

第５条 個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知りうることができた個人情報をみだ
りに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 
(収集方法） 

第６条 本会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に
明示する。 

 
(周知） 

第７条 本規則は会員・準会員に配布する。役員会または役員引継ぎでもこれを伝えるものとする。
新規の会員については規則の掲示などで周知する。 

 
(利用） 
第８条 取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。 

（１）ＰＴＡ会費の管理 
（２）文書の送付 
（３）役員・会員・準会員等の名簿作成 
（４）委員選出、並びに執行部役員等の推薦活動 
（５）会員相互の連絡 

 
(管理）  
第 9 条 個人情報は会長または会長が指定する役員が保管するものとし、適正かつ厳重に管理する。また、

不要となった個人情報は廃棄するものとする。 
 
(第三者提供の制限） 
第１０条 個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならな

い。 
（１）法令に基づく場合 
（２）人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合 
（３）公衆衛生の向上または生徒の健全育成の推進に必要がある場合 
（４）国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令を定める事務を遂行すること 
   に対して協力する必要がある場合 

 
(情報の開示） 
第１１条 本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められた場合は、適切に対応する。 
 
(改正） 
第１２条 法令の改正または実務上の不備が発生した場合は、役員会において審議し承認をもって改正する

ことができる。なお、本規則を改定した場合は、第７条に定める周知方法をもって会員へ周知す
るものとする。 

 
附則 本規則は、令和 5 年 ４ 月 24 日より施行する。 


